
審査書 

 

立教大学原子力研究所 

計量管理規定の変更について 

 

Ⅰ．審査の結果 

  「立教大学 原子力研究所」に係る計量管理規定に関し、「学校法人 立教

学院」から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号。以下「法」という。）第６１条の８第１項の規定に基づき

申請のあった「計量管理規定の変更認可申請書」（学院発第１９５０２号。令

和２年３月９日）、「学校法人立教学院 立教大学原子力研究所 計量管理規

定の変更認可申請書の一部補正について」（学院発第２０４５６号。令和３年

２月１９日）及び「学校法人立教学院 立教大学原子力研究所 計量管理規定

の変更認可申請書の一部補正について」（学院発第２１１０１号。令和３年６

月２５日）について審査した結果、当該申請は、法第６１条の８第２項に定め

る「国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認める

とき」に該当しないと認められる。 

 

Ⅱ．申請の概要 

申請者名：学校法人 立教学院 

代表者氏名：理事長 戸井田 和彦 

申 請 日：令和２年３月９日（補正申請：令和３年２月１９日、６月２５日） 

申請の理由：主要測定点（ＫＭＰ）の新規設定等のため。 

申請の内容：変更の概要は、以下のとおり。 

１． 主要測定点（ＫＭＰ）の新規設定等 

２． 棚卸間隔の適正化 

３． 廃棄の手続に関する条項の追加 

４． 保管廃棄及び保管廃棄再生の手続に関する条項の追加 

５． 用法免除及び再適用の手続に関する条項の追加 

６． 保障措置の終了の手続に関する条項の追加 

７． リバッチングの手続に関する条項の追加 

８． 測定の方法及び測定機器の管理に関する条項の追加 

９． 原子力規制委員会の設置に伴う変更 

10.  法定報告書に使用できる文字一覧の追加 

11.  記載の適正化 



Ⅲ．審査の内容 

本件審査に当たっては、本申請に係る計量管理規定変更の内容が、国際規制物

資の使用等に関する規則（昭和３６年総理府令第５０号。以下「規則」という。）

第４条の２の２の規定を満たしていること及び法第６１条の８第２項に定めると

ころの「国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認め

るとき」に該当しないことについて、提出された新旧対照表をもって確認した。 

その内容は、以下のとおりである。 

 

１． 主要測定点（ＫＭＰ）の新規設定等 

原子炉施設（ＪＥ－Ｌ）のＫＭＰ（１、２、３、Ａ、Ｂ、Ｃ）について、日・

ＩＡＥＡ保障措置協定補助取極各論部、立教大学原子力研究所（ＪＥ－Ｌ）の施

設付属書（１９８７年８月１日発効。以下「ＦＡ」という。）のCode.３．１．２

及び Code.４の記載が反映されており、国際約束に基づく国際規制物資の適正な

計量及び管理を確保するために十分であることを確認した。 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分において、これまで３種が

設定されていたＫＭＰ（１、２、Ａ）に追加して、区分変更及びリバッチングを

行う専用のＫＭＰ＊が新設されている。これにより、日・ＩＡＥＡ保障措置協定

補助取極各論部、Information and Attachment for each Material Balance Area 

Outside Facilities in Japan（２０１２年１月１日発効。以下「LOF Attachment」

という。）のCode.３．１．２及びCode.４の記載が反映されており、国際約束に

基づく国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分であることを

確認した。 

 

２．棚卸間隔の適正化 

棚卸しの間隔に関する記載について、原子炉施設（ＪＥ－Ｌ）についてはＦＡ

の Code.３.１.３の記載、核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）については LOF 

Attachmentの Code.３.１.３の記載が反映されており、国際約束に基づく国際規

制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分であることを確認した。 

 

３．廃棄の手続に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、「廃棄」の手続に関す

る記載が追加された。これにより、LOF Attachmentの Code.３．４．１及びCode.

４の記載が反映されており、国際約束に基づく国際規制物資の適正な計量及び管

理を確保するために十分であることを確認した。 

 



４．保管廃棄及び保管廃棄再生の手続に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、「保管廃棄」及び「保

管廃棄再生」の手続に関する記載が追加された。これにより、LOF Attachmentの

Code.４の記載が反映されており、国際約束に基づく国際規制物資の適正な計量

及び管理を確保するために十分であることを確認した。 

 

５．用法免除及び再適用の手続に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、「用法免除」及び「再

適用」の手続に関する記載が追加された。これにより、法令及び条約上の整理と

一致した記載となり、日・ＩＡＥＡ保障措置協定第３６条及び第３８条の担保が

適切になされていることを確認した。 

 

６．保障措置の終了の手続に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、「保障措置の終了の手

続」に関する記載が追加された。これにより、法令及び条約上の整理と一致した

記載となり、日・ＩＡＥＡ保障措置協定第３５条の担保が適切になされているこ

とを確認した。 

 
７．リバッチングの手続に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、「リバッチング」の手

続に関する記載が追加された。これにより、LOF Attachment の Code.４の記載が

反映されており、国際約束に基づく国際規制物資の適正な計量及び管理を確保す

るために十分であることを確認した。 

 

８．測定の方法及び測定機器の管理に関する条項の追加 

核燃料物質使用施設（ＪＺ－Ｗ）に関する規定部分に、測定の方法及び測定

機器の管理に関する記載が追加された。これにより、LOF Attachment の Code.

４の記載が反映されており、国際約束に基づく国際規制物資の適正な計量及び

管理を確保するために十分であることを確認した。 

 

９．原子力規制委員会の設置に伴う変更 

  連絡先及び報告先等が、科学技術庁長官及び科学技術庁原子力安全局保障措置

課から原子力規制委員会に適切に変更されていることを確認した。 

 

 



10.  法定報告書に使用できる文字一覧の追加 

日・ＩＡＥＡ保障措置協定補助取極Code.10に基づき、別表第２「報告書に使

用できる文字一覧」が追記されており、法令及び協定上の整理と一致した記載と

していることを確認した。 

 

11.  記載の適正化 

各条項等において、現時点で有効な国内法令、ＦＡ（LOF Attachment含む）及

びＤＩＱに矛盾がないよう、記載の適正化が行われており、国際規制物資の適正

な計量及び管理を確保するために十分であることを確認した。 

以上 


